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二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 

（公共施設等先進的 CO2 排出削減対策モデル事業） 

公募要領 

  

平成２９年５月８日 

一般社団法人環境技術普及促進協会  

  

 

  一般社団法人環境技術普及促進協会（以下「協会」という。）では、環境省から平

成２９年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（公共施設等先進的 CO2排出削減

対策モデル事業）の交付を受け、公共施設等に再エネを活用した自立・分散型エネル

ギーシステムを導入し、併せて省エネ改修等を行うことで、地区を超えた地域全体で

CO2削減対策を実現する先進モデルを確立し、地域における CO2削減対策の促進を行

なう事業に対する補助金（二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（公共施設等先進

的 CO2排出削減対策モデル事業））を交付する事業を実施しています。 

本事業の概要、対象事業、応募方法及びその他の留意していただきたい点は、この

公募要領に記載するとおりですので、応募される方は、ご熟読くださいますようお願

いいたします。  

なお、補助事業者として採択された場合には、｢平成２９年度二酸化炭素排出抑制

対策事業費等補助金（公共施設等先進的 CO2 排出削減対策モデル事業）交付規程｣

（以下「交付規程」という。）及び「公共施設等先進的 CO2排出削減対策モデル事業

実施要領」（以下「実施要領」という。）に従って手続等を行っていただくことになり

ます。 
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補助金の応募をされる皆様へ 

  

本補助金については、国庫補助金である公的資金を財源としておりますので、社会

的にその適正な執行が強く求められており、当然ながら、協会としましても、補助金

に係る不正行為に対しては厳正に対処します。 

従って、本補助金に対し応募の申請をされる方、申請後、採択が決定し補助金の交

付決定を受けられる方におかれましては、以下の点につきまして、充分ご認識された

上で、応募の申請を行っていただきますようお願いします。 

  

１ 応募の申請者が協会に提出する書類には、如何なる理由があってもその内容に虚

偽の記述を行わないでください。 

  

２ 協会から補助金の交付決定を通知する前において発注等を行った経費について

は、交付規程に定める場合を除き補助金の交付対象とはなりません。 

  

３ 補助金で取得し、又は効用の増加した財産（取得財産等）を当該財産の処分制限

期間（法定耐用年数）内に処分（補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交

換し、貸し付け、担保に供し、又は取壊し（廃棄を含む。）をすることをいう。）

しようとするときは、事前に処分内容等について協会の承認を受けなければなり

ません。なお、協会は、必要に応じて取得財産等の管理状況等について調査する

ことがあります。 

  

４ 補助事業の適正かつ円滑な実施のため、その実施中又は完了後に必要に応じて現

地調査等を実施します。 

  

５ 補助事業に関し不正行為が認められたときは、当該補助金に係る交付決定の解除

を行うとともに、支払い済の補助金のうち解除対象となった額を返還していただ

くことになります。 

  

６ なお、補助金に係る不正行為に対しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に

関する法律（昭和３０年法律第１７９号）の第２９条から第３２条において、刑

事罰等を科す旨規定されています。 
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公募要領目次  

  

１． 事業の目的と性格  

２． 公募する事業の対象  

３． 補助事業者及び補助事業期間  

４． 補助対象事業の選定  

５． 応募に当たっての留意事項  

６． 応募方法について  

７． お問い合わせ先 

   

○補助事業における留意事項等について（必ずお読みください。）  

１． 基本的な事項について  

２． 補助金の交付について  

３． 補助金の経理等について  

  

 〇必要関係書類 

  以下の書類は協会ホームページより入手いただけますようお願いします。 

 

 ・様式１ 平成２９年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 

       (公共施設等先進的 CO2 排出削減対策モデル事業) 応募申請書 

 ・別紙１ 公共施設等先進的 CO2 排出削減対策モデル事業 実施計画書 

 ・別紙２  公共施設等先進的 CO2 排出削減対策モデル事業 経費内訳 

 ・別紙３ 予算書  

 ・別添１-１ 計算ファイル 省エネ設備 

 ・別添１-２ 計算ファイル 再生可能エネルギー発電用 

 ・別添１-３ 計算ファイル コジェネレーション／燃料電池用 

 ・別添２ 経理的基礎等に関する提出書類  

 ・暴力団排除に関する誓約事項 

 ・提出書類チェックリスト 

 

(参考) 

・地球温暖化対策事業効果算定ガイドブック<補助事業申請者用> 

 (平成２９年２月環境省地球環境局) 
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１．事業の目的と性格 

 

○本事業では、公共施設等で再生可能エネルギーを活用した自立・分散型エネルギー

ステムを構築し、併せて省エネ改修等を行った上でエネルギー需給の最適化を行う

ことにより、地区を超えた地域全体で CO2 削減対策の促進に資することを目的とし

ます。 

 

○本補助金の執行は、法律及び交付規程等の規定により適正に行っていただく必要が

あります。 

「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」の規定によるほか、この補助

金の交付規程に定めるところに従い実施していただきます。万が一、これらの規定

が守られず、協会の指示に従わない場合には、交付規程の規定に基づき交付決定の

解除の措置をとることもあります。また、事業終了後においても、補助事業の効果

が発現していないと判断される場合には、補助金返還などの対応を求めることがあ

りますので、この点について十分ご理解いただいた上で、応募してください。（詳

細は「補助事業における留意事項等について」をご確認ください。） 

  

・事業開始は、交付決定日以降となります。 

・事業完了後も、事業報告書（二酸化炭素削減量効果等）の提出や適正な財産管理、

補助事業の表示などが必要です。 

・補助事業で整備した財産を処分（補助目的に反し使用、譲渡、廃棄等を行うこ

と。）しようとする場合は、あらかじめ協会に申請を行い、承認を受ける必要があ

ります。 

・これらの義務が十分果たされないときは、当協会より改善のための指導を行うとと

もに、事態の重大なものについては交付決定を解除することもあります。  
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２．公募する事業の対象 

 

（１）対象事業の要件 

 再生可能エネルギー等を活用し、災害時等に電力系統からの電力供給が停止した

場合においても、自立的に電力を供給・消費できる低炭素なエネルギーシステム及

びその制御技術（需要の制御を含む）等の技術実証を行う事業であって、下記の要

件を全て満たすものを対象とする。 

一 再生可能エネルギー発電設備（既設を含む）により複数の公共施設に対し電

力を供給すること。 

二 一の電力を供給するための配電線等を整備すること。  

三 蓄電池等(既設を含む)を組み込み、一により発電した電力を最大限消費する

とともに、系統からの電力供給が停止している場合においても、自立的なエ

ネルギー供給が可能となるシステムを構築すること。 

四 一から三に定めるシステムを複数構築し、当該システム間での電力融通が可

能であること。 

五 電力（熱供給を併せて行う場合は熱を含む。）を効率的に供給・管理するた

めのエネルギー需給制御システムを構築すること。 

六 固定価格買取制度の適用を受けて売電を行わないこと。 

  

（２）補助金の交付額 

（１）の事業実施に係る補助対象経費の総額の３分の２を上限とします。 

 

 

３．補助金の交付を申請できる者及び補助事業期間 

 

（１）補助金の交付を申請できる者は、以下のとおりとします。 

ア 都道府県、市町村、特別区及び地方公共団体の組合 

イ 民間企業  

ウ 独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第２条第１項に規定す

る独立行政法人 

エ 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 

オ 法律により直接設立された法人  

カ その他大臣の承認を得て協会が適当と認める者  

  

（２）補助事業期間は原則として４年以内（平成 32年度末までの期間）とします。  

ただし、各年度における本事業の予算措置がなされることを前提とするものであ

り、複数年度の事業の実施を保証するものではありません。 

また、応募時に年度毎の事業経費を明確に区分した経費内訳書及び実施計画書が

提出されることを前提とします。この場合、補助金の交付申請等は、年度ごとに行

っていただく必要があります。 
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（３）別紙に示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約していただき、必要書類を提出

いただきます。（ただし共同実施者を含め、地方公共団体以外の団体等に限

る。） 

 

 

４．補助対象事業の選定 

 

（１）一般公募を行い、選定します。 

 

（２）応募者より提出された実施計画書等をもとに厳正に審査(書面審査や対面ヒヤ

リング)を行い、以下の項目を総合的に評価し、優れた提案について予算の範

囲内で補助事業者を選定します。 

① 事業に必要な能力及び実施体制を有していること。また、事業を確実に実施

できる経理的基礎を有すること、又は、事業実施のために必要な資金調達に

係る確実な計画を有していること。 

② 事業の実施内容や工程等実施計画が実現可能なものであること。  

③ 施設・地区間の電力や熱融通、蓄電・配電等の技術及びシステム、エネルギ

ー需給制御システム等について、国内の既存の分散型エネルギーシステムと

比較し、技術、CO2削減効果やコスト等の観点から優位性・先導性があるこ

と。 

④ 自営線等を活用することで、災害時等における自立的かつ効率的な電力供給

等に優れたシステムであること。 

⑤ 経済性、効率性、事業による直接及び波及的な CO2削減効果の費用対効果等

が高く見込まれること。 

⑥ 複数の低炭素な自立・分散型エネルギーシステムを構築し、システム間での

電力融通を行うことにより、地区を超えたエネルギー需給の最適化を行うシ

ステムであること。 

⑦ 他地域への波及可能性が高く、将来の CO2削減効果も相当程度見込まれ、国

内の自立・分散型エネルギーシステムの確立に貢献するなどモデル性が高い

ものと認められること。 

 

なお、応募要件を満たす提案であっても、提案内容によっては、付帯条件を

設定、補助額を減額又は不採択とする場合もありますのでご了承ください。審

査完了次第、結果は通知しますが、審査結果に対するご意見は対応いたしかね

ます。 

また、補助対象となる再生可能エネルギー設備等及びそれらの付帯設備の設

置に当たっては、各種法令の許可等を得て適切に行ってください。  
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５．応募に当たっての留意事項 

 

（１）補助対象経費について  

事業を行うために直接必要な以下の経費が補助対象経費であり、当該事業で使用

されたことを証明できるものに限ります（補助対象経費の区分は別紙参照）。  

＜補助対象施設の範囲＞  

・再生可能エネルギー発電設備及びその付帯設備 

・蓄電池及びその付帯設備（パワーコンディショナー、電線、変圧器等）並びに当

該蓄電池及び付帯設備を制御、運用するために必要な機器及び設備（計測機器、

安全対策機器等） 

・電線、変圧器及び受電設備等電力供給や系統連系に必要な設備 

・再生可能エネルギー熱供給設備及びその付帯設備（熱導管設備等）（本事業によ

り構築する自立・分散型エネルギーシステム内に熱を供給するものに限る。） 

・エネルギー需給を制御するためのシステム及び関連設備 

・省エネルギー設備及びその付帯設備（本事業により構築する自立・分散型エネル

ギーシステム内の電力若しくは熱需要（消費）を抑制するもの、又は、本事業で

構築する自立・分散型エネルギーシステム内の再生可能エネルギー等設備(既設

を含む)の電力若しくは熱の供給量の範囲内でエネルギーを消費し（複数設備を

導入する場合はその合計のエネルギー消費量）、かつエネルギー需給を制御する

ためのシステムの制御下にあるものに限る。） 

 

 ＜補助対象経費の範囲＞  

  補助事業を行うために必要な工事費（本工事費、付帯工事費、機械器具費、測

量及試験費）、設備費、業務費及び事務費 

＜補助対象外経費の代表例＞  

・ 事業に必要な用地の確保に要する経費  

・ 建屋の建設にかかる経費  

・ 事業実施中に発生した事故・災害の処理に要する経費  

・ 既存施設・設備等の撤去費  

・ 補助対象設備以外のオプション品の工事費・購入費等  

・ その他事業の実施に直接関連のない経費  

 

（２）維持管理 

・導入した設備等の取得財産は、補助事業の完了後においても、善良な管理者の

注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図る必

要があります。また、導入に関係する各種法令を遵守してください。 

・補助事業実施者は、補助事業により取得し又は効用の増加した財産の減価償却資

産の耐用年数等に関する省令(昭和 40年大蔵省令 15号)で定める期間を経過する

までの間、補助事業により取得した温室効果ガス排出削減効果について J-クレジ
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ットとしての認証を受け、かつ当該 J-クレジットを移転又は無効化することはで

きません。 

 

 

（３）二酸化炭素削減効果等の把握及び情報提供 

補助事業実施者は、対象事業により削減される二酸化炭素の量、再生可能エネル

ギー発電設備の発電量や蓄電池システムの運用の状況、その他事業から得られた情

報を、協会の求めに応じて提供してください。 

 

（４）翌年度における補助事業の開始 

補助事業実施者は、複数年度計画補助事業のうち翌年度における補助事業につい

て、翌年度の交付決定日の前日までの間において当該補助事業を開始する必要があ

る場合は、別途示す様式の申請書を協会に提出して承認を受けてください。 

なお、申請をいただいたからといって必ずしも承認を確約するものではなく、ま

た予算の範囲内での交付となるため、翌年度以降の補助額に変更があり得ますの

で、予めご了承ください。 

 

 （５）事業報告書の作成及び提出 

補助事業実施者は、交付規程に従い、補助事業の完了した日からその年度の３月

末までの期間及びその後３年間の期間について、年度毎に年度の終了後３０日以内

に当該補助事業による過去１年間(補助事業の完了した日の属する年度について

は、補助事業を完了した日からその年度の３月末までの期間)の二酸化炭素削減効

果等について、別途示す様式により事業報告書を環境大臣に提出してください。補

助事業者は、前記の報告書の証拠となる書類を当該報告書に係る年度の終了後３年

間保存する必要があります。 

 なお、３年間の期間終了後に提出する事業報告書においては、当該事業の費用対

効果、当該事業以外に事業実施者等が他の地域等において本事業において導入した

システムを導入する等の展開の実績及び今後の見込み等を含めたものとしてくださ

い。 

 

 

６．応募方法について 

 

（１）応募方法  

補助事業者に係る応募に必要な書類及び応募様式ファイルを保存した電子データ

（ＣＤ－Ｒ／ＤＶＤ－Ｒ）を、公募期間内に郵送又は持参により協会に提出して

いただきます。 

 

（２）公募期間  

平成２９年５月９日（火）から平成２９年６月９日（金）正午必着  
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（ご注意）受付期間以降に協会に到着した書類のうち、遅延が協会の事情に起因

しない場合は、いかなる理由があっても応募を受け付けませんので、

十分な余裕をもって応募してください。 

 

（３）応募に必要な書類及び提出部数 

① 応募に必要な書類 

ア.「平成２９年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(公共施設等先進的

CO2排出削減対策モデル事業に係る補助事業者応募申請書」【様式１】 

   ※補助事業を２者以上で実施する場合は、代表事業者が申請してくださ

い。 

イ.「公共施設等先進的 CO2排出削減対策モデル事業 実施計画書」【別紙１】 

※補助要件を確認できる書類（ハード対策事業計算ファイル、設備のシス

テム図、配置図、仕様書、記入内容の根拠）等の資料を必ず添付してくだ

さい。 

ハード対策事業計算ファイルは導入予定の設備ごと(省エネ設備(照明、空

調等、その他)【別添 1-1】、再生可能エネルギー発電用(太陽光、風力、バ

イオマス等、その他)【別添 1-2】、コジェネレーション／燃料電池【別添

1-3】)に作成してください。記載方法は地球温暖化対策事業効果算定ガイ

ドブック＜補助事業者用＞を参照してください。 

また、ハード対策事業計算ファイルと別に各設備ごとの CO2削減量及びそ

の単価を 整理した表も作成してください。 

ウ.「公共施設等先進的 CO2 排出削減対策モデル事業に要する経費内訳」【別紙

２】 

※金額の根拠書類（見積書又は計算書）等を参考資料として添付してくだ

さい。 

    実施計画が複数年度にまたがる場合は、各年度及び複数年度を纏めた「経

費内訳【別紙２】」も添付してください。 

エ．「公共施設等先進的 CO2排出削減対策モデル事業 予算書」【別紙３】（地

方公共団体のみ） 

オ．民間団体が代表事業者として申請する場合は、【別添２】「経理的基礎等に

関する提出書類」に従い、経理状況説明書（直近の２決算期の貸借対照表

及び損益計算書（応募の申請時に、法人の設立から１会計年度を経過して

いない場合には、申請年度の事業計画及び収支予算、法人の設立から１会

計年度を経過し、かつ、２会計年度を経過していない場合には、直近の１

決算期に関する貸借対照表及び損益計算書を提出すること。） 

また、申請者が個人企業の場合は提出を要しない。法律に基づき設立の認

可等を行う行政機関から、その認可を受け、又は当該行政機関の合議制の

機関における設立の認可等が適当である旨の文書を受領している者である

場合（以下、「認可を受けている者等」という。）は、設立の認可等を受

け、又は設立の認可等が適当であるとされた法人の申請年度の事業計画及

び収支予算の案を提出すること。ただし、この案が作成されていない場合

には、提出を要しない。) 
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カ．代表事業者(共同事業者ある場合はそれを含む。)の企業パンフレット等の

業務概要がわかる資料及び定款又は寄付行為(申請者が個人企業の場合は、

印鑑証明書の原本及び住民票の写し(いずれも発行後３ケ月以内のもの)を

提出すること。また、認可を受けている者等は、設立の認可を受け、又は

設立の認可が適当であるとされた法人の定款又は寄付行為の案を提出する

こと。ただし、この案が作成されていない場合には、提出を要しない。) 

キ．法律に基づく事業者であることを補助事業の要件としている事業につて

は、法律に基づく事業であることを証する行政機関から通知された許可証

等の写し 

ク．その他参考資料 

ケ．暴力団排除に関する誓約事項 

 

② 提出部数  

①のア、イ、ウの書類（紙）を９部(正本１部、副本８部（コピー可）)、これ

を保存したＣＤ－Ｒ／ＤＶＤ－Ｒを１部提出してください。（電子媒体には、応募

事業者名を必ず記載してください）。電子媒体に保存する電子データは、アについ

ては Word形式、イ・ウについては Excel 形式で必ず保存してください。ただし、

エ～ケまでについては、該当書類（紙）のみ１部の提出で結構です。なお、提出さ

れた書類については返却しませんので、写しを控えておいてください。 

※提出資料のファイリング 

  ア～ウの書類は以下の要領でファイリングして提出してください。 

   ・書類はホッチキス止めせずにパンチ穴をあけ正本、副本１部毎(計 9ファ

イル)にファイリングしてください。 

   ・ア、イ、ウそれぞれの書類毎の前ページに、インデックスを付し「様式

１」等記入した「あい紙」を挿入してください。書類にはインデックス

を直接付さないでください。 

 

（４）提出方法  

応募に必要な書類（紙）と電子媒体、並びに「提出書類チェックリスト」（ダウ

ンロードし必要事項を記入）を同封して、提出期限までに、郵送又は持参により協

会へ提出してください（電子メールによる提出は受け付けません）。 

応募書類は封書に入れ、宛名面に応募事業者名及び「二酸化炭素排出抑制対策事

業費等補助金（公共施設等先進的 CO2排出削減対策モデル事業）応募書類」を朱書

きで明記してください。 

 

提出先 

一般社団法人環境技術普及促進協会 

「公共施設等先進的 CO2排出削減対策モデル事業」担当宛 

〒534-0024 

大阪市都島区東野田町 2-8-31 サンプラザビル京橋７階  
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※なお、応募をいただいた際にわかりかねる記載がありましたら、対面ヒアリング等

を行う場合もございます。 

 

 

７．お問い合わせ先 

 

公募全般に対するお問い合わせは、電子メールを利用し、メール件名に、以下の

例のように応募事業者名及び応募事業名を記入してください。  

また、メール末尾にご担当の連絡先（所属、氏名、電話番号、メールアドレス）

も記載してください。 

 

＜メール件名記入例＞  

【○○○市】公共施設等先進的 CO2排出削減対策モデル事業について問い合わせ  

 

＜お問い合わせ先＞  

一般社団法人環境技術普及促進協会   

TEL：０６－６３５３－２３０３ 

担当： 業務部 業務第一グループ  

藪内(やぶうち)、大谷(おおたに)、津崎(つざき)、𠮷田(よしだ) 

お問い合わせメールアドレス：eta161@eta.or.jp  

 

＜お問い合わせ期間＞ 

 平成２９年５月１０日(水)～平成２９年６月２日(金) 

  回答は２回に分けまとめて行います。 

  １回目は 5月 19 日(金)までにいただいた質問をまとめて、23 日(火)までに 

  回答を行い、6月 2日(金)までにいただいた質問をまとめて、6日(火)までに 

  回答を行います。 

 

 ※お問い合わせ期間を過ぎた質問の回答は致しかねますので、あらかじめご了承く

ださい。 

 

 ○補助事業における留意事項等について  

  

１．基本的な事項について  

本補助金の交付については、平成２９年度予算の範囲内で交付するものとし、「補

助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」の規定によるほか、本補助金の交付

規程に定めるところによることとします。万が一、これら規定が守られない場合に

は、事業の中止、補助金返還などの措置がとられることがありますので、制度につい

て十分ご理解いただいた後、応募してください。  

 

mailto:eta161@eta.or.jp
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２．補助金の交付について  

（１）交付申請  

公募により選定された補助事業者には補助金の交付申請書を提出していただきま

す（申請手続等は別途定める交付規程に従います）。その際、補助金の対象となる

費用は、当該年度に行われる事業で、かつ当該年度中に支払いが完了するものとな

ります。 

 

（２）交付決定  

協会は、提出された交付申請書の内容について以下の事項等に留意しつつ審査を

行い、補助金の交付が適当と認められたものについて交付の決定を行います。 

・ 申請に係る補助事業の全体計画（資金調達計画、工事計画等）が整っており、

準備が確実に行われていること。 

・ 補助対象経費には、国からの他の補助金（負担金、利子補給金並びに補助金に

係る予算の執行の適正化に関する法律第２条第４項第１号に掲げる給付金及び

同項第２号に掲げる資金を含む。）の対象経費を含まないこと。 

（３）事業の開始  

補助事業者は協会からの交付決定を受けた後に、事業開始することとなります。  

補助事業者が他の事業者等と委託等の契約を締結するに当たりご注意いただきたい

主な点（原則）を以下に記します。  

・ 契約・発注日は協会の交付決定日以降であること。  

・ 補助事業の遂行上著しく困難又は不適当である場合を除き、競争原理が働くよ

う手続きによって相手先を決定すること。  

・ 当該年度に行われた委託等に対して当該年度中（出納整理期を含む。）に対価の

支払い及び精算が行われること。  

  

（４）その他   

補助対象経費の詳細は別紙の内容を予定しています。  

 

 

３．補助金の経理等について  

（１）補助金の経理等について  

補助事業の経費については、帳簿及びその他証拠書類を備え、他の経理と明確に

区分して経理し、常にその収支状況を明らかにしておく必要があります。  

これらの帳簿及び証拠書類は、補助事業の完了の日の属する年度の終了後５年

間、いつでも閲覧に供せるよう保存しておく必要があります。 

  

（２）完了実績報告及び書類審査等  

当該年度の補助事業が完了した場合は、事業終了後３０日以内あるいは当該年度

３月９日のいずれか早い日までに完了実績報告書を協会宛てに提出していただきま

す。 
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協会は事業者から完了実績報告書が提出されたときは、書類審査及び必要に応じ

て現地調査等を行い、事業の実施成果が交付決定の内容に適合すると認めたとき

は、交付すべき補助金の額を決定し、補助事業者に確定通知をします。  

なお、補助事業において、補助対象経費の中に補助事業者の自社製品の調達等に

係る経費がある場合、補助対象経費の実績額の中に補助事業者自身の利益が含まれ

ることは、補助金交付の目的上ふさわしくないと考えられます。このため、補助事

業者自身から調達等を行う場合は、原価（当該調達品の製造原価など※）をもって

補助対象経費に計上します。 

※ 補助事業者の業種等により製造原価を算出することが困難である場合は、他

の合理的な説明をもって原価として認める場合があります。  

  

（３）補助金の支払い  

補助事業者は、協会から確定通知を受けた後、精算払い請求書を提出していただ

きます。 

その後協会から補助金を支払います。  

  

（４）取得財産の管理について 

補助事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産（取得財産等）につい

ては「取得財産管理台帳」を整備し、その管理状況を明らかにしておくとともに、

財産を処分（補助金の交付の目的（補助金交付申請書及び実施計画書に記載された

補助事業の目的及び内容）に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保

等に供することをいう。）しようとするときは、あらかじめ協会の承認を受ける必

要があります。その際、場合によっては補助金の返還が必要になることがありま

す。なお、補助事業により整備された機械、器具、設備その他の財産には、協会補

助事業である旨を明示しなければなりません。  
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 別紙 

１ 区分 ２ 費目 ３ 細分 ４ 内容 

工事費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本工事費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(直接工事費) 

材料費 

 

 

 

 

 

 

 

 

労務費 

 

 

 

 

 

 

 

直接経費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業を行うために直接必要な材料の購入

費をいい、これに要する運搬費、保管料を

含むものとする。この材料単価は、建設物

価（建設物価調査会編）、積算資料（経済

調査会編)等を参考のうえ、事業の実施の

時期、地域の実態及び他事業との関連を考

慮して事業実施可能な単価とし、根拠とな

る資料を添付すること。 

 

 本工事に直接必要な労務者に対する賃金

等の人件費をいう。この労務単価は、毎年

度農林水産、国土交通の２省が協議して決

定した「公共工事設計労務単価表」を準用

し、事業の実施の時期、地域の実態及び他

事業との関連を考慮して事業実施可能な単

価とし、根拠となる資料を添付すること。 

 

事業を行うために直接必要とする経費で

あり、次の費用をいう。 

①水道、光熱、電力料（事業を行うために

必要な電力電灯使用料及び用水使用料） 

②機械経費（事業を行うために必要な機械

の使用に要する経費（材料費、労務費を

除く。）） 

③特許権使用料（契約に基づき使用する特

許の使用料及び派出する技術者等に要す

る費用） 
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付帯工事費 

 

 

 

機械器具費 

 

 

 

 

測量及試験費 

 

 

 

(間接工事費) 

共通仮設費 

 

 

 

 

 

 

 

 

現場管理費 

 

 

 

 

 

一般管理費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次の費用をいう。 

①事業を行うために直接必要な機械器具等

の運搬、移動に要する費用 

②準備、後片付け整地等に要する費用 

③機械の設置撤去及び仮道布設現道補修等

に要する費用 

④技術管理に要する費用 

⑤交通の管理、安全施設に要する費用 

 

請負業者が事業を行うために直接必要な

現場経費であって、労務管理費、水道光熱

費、消耗品費、通信交通費その他に要する

費用をいい、類似の事業を参考に決定す

る。 

 

 請負業者が事業を行うために直接必要な

法定福利費、修繕維持費、事務用品費、通

信交通費をいい、類似の事業を参考に決定

する。 

 

 本工事費に付随する直接必要な工事に要

する必要最小限度の範囲で、経費の算定方

法は本工事費に準じて算定すること。 

 

 事業を行うために直接必要な建築用、小

運搬用その他工事用機械器具の購入、借

料、運搬、据付け、撤去、修繕及び製作に

要する経費をいう。 

 

 事業を行うために直接必要な調査、測

量、基本設計、実施設計、工事監理及び試

験に要する経費をいう。また、補助事業者

が直接、調査、測量、基本設計、実施設
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設備費 

 

 

 

業務費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備費 

 

 

 

業務費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計、工事監理及び試験を行う場合において

これに要する材料費、労務費、労務者保険

料等の費用をいい、請負又は委託により調

査、測量、基本設計、実施設計、工事監理

及び試験を施工する場合においては請負費

又は委託料の費用をいう。 

 

 事業を行うために直接必要な設備及び機

器の購入並びに購入物の運搬、調整、据付

け等に要する経費をいう。 

 

 事業を行うために直接必要な機器、設備

又はシステム等の調査、設計、調整、製

作、試験及び検証に要する経費をいう。ま

た、補助事業者が直接、調査、設計、調

整、製作、試験及び検証を行う場合におい

てこれに要する材料費、人件費、水道光熱

費、消耗品費、通信交通費その他に要する

費用をいい、請負又は委託により調査、設

計、調整、製作、試験及び検証を行う場合

においては請負費又は委託料の費用をい

う。 

 

 事業を行うために直接必要な事務に要す

る共済費、賃金、旅費、需用費、役務費、

委託料、使用料及賃借料、消耗品費及び備

品購入費をいい、内容については別表に定

めるものとする。 

 事務費は、工事費、設備費及び業務費の

金額に対し、次の表の区分毎に定められた

率を乗じて得られた額の合計額の範囲内と

する。 
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号 区     分 率 

１ 5,000万円以下の金額に対して 6.5% 

２ 5,000万円を超え 1億円以下の金額に対して 5.5% 

３ 1億円を超える金額に対して 4.5% 
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別表 

１区分 ２費目 ３細目 ４細分 ５内容 

事務費  事務費 共済費 
 
 
 
 
 
賃金 
 
 
 
 
旅費 
 
 
 
 
需用費 
 
 
 
役務費 
 
 
委託料 
 
 
 
 
使用料及賃
借料 
 
 
 
消耗品費備
品購入費 
 
 

社会保険料  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
印刷製本費  
 
 
 
通信運搬費  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 この費目から支弁される事務手続きのた
めに必要な労務者に対する共済組合(社会
保険料)負担金と事業主負担保険料をい
い、使途目的、人数、単価及び金額がわか
る資料を添付すること。 
 
 この費目から支弁される事務手続きのた
めに必要な労務者に対する給与をいい、雇
用目的、内容、人数、単価、日数及び金額
がわかる資料を添付すること。 
 
 この費目から支弁される事務手続きのた
めに必要な交通移動に係る経費をいい、目
的、人数、単価、回数及び金額がわかる資
料を添付すること。 
  
 この費目から支弁される事務手続きのた
めに必要な設計用紙等印刷、写真焼付及び
図面焼増等に係る経費をいう。 
 
 この費目から支弁される事務手続きのた
めに必要な郵便料等通信費をいう。 
 
 この費目から支弁される事務手続きのた
めに必要な業務の一部を外注する場合に発
生する特殊な技能又は資格を必要とする業
務に要する経費をいう。 
 
 この費目から支弁される事務手続きのた
めに必要な会議に係る会場使用料（借料）
をいい、目的、回数及び金額がわかる資料
を添付すること。 
 
 この費目から支弁される事務手続きのた
めに必要な事務用品類、参考図書、現場用
作業衣等雑具類の購入のために必要な経費
をいい、使途目的、品目、単価、数量及び
金額がわかる資料を添付すること。 
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 （別紙） 

平成  年  月  日 

一般社団法人環境技術普及促進協会 

代表理事 村井 保德 殿 

 
                     申請者 住    所 
                     氏名又は名称 

                        代表者の職・氏名         印 
 

 

暴力団排除に関する誓約事項 

 

 

当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、補助金の交付を申請するにあた

って、また、補助事業の実施期間内及び完了後において、下記のいずれにも該当しないこと

を誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利

益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 

 

記 

 

（１） 法人等（個人、法人又は団体をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防

止に関する法律（平成３年法律７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以

下同じ。）であること又は法人等の役員等（個人である場合はその者、法人である場

合は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している

者をいう。以下同じ。）が暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。

以下同じ。）であること 

 

（２） 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていること 

 

（３） 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているこ

と 

 

（４） 役員等が暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべ

き関係を有していること 

 

以上 

 


